
広
島
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号 

 
広
島
県
立
県
民
の
森
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
号
）
別
表
第
二
の
規

定
に
よ
り
、
広
島
県
立
県
民
の
森
に
お
け
る
ス
キ
ー
リ
フ
ト
そ
の
他
の
附
属
設
備
の
利
用
料
金
の
範
囲
を

次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

な
お
、
令
和
元
年
広
島
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号
（
広
島
県
立
県
民
の
森
に
お
け
る
ス
キ
ー
リ
フ
ト

そ
の
他
の
附
属
設
備
の
利
用
料
金
の
範
囲
）
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

区 
 
 
 
 
 
 
 

分 

単 
 
 
 

位 

利
用
料
金
の
範
囲 

ス
キ
ー
リ
フ
ト 
普
通
利
用
券
（
一
回
券
） 

五
四
〇
円
以
内 

 
回
数
利
用
券
（
一
二
回
券
） 

四
、
六
〇
〇
円
以
内 

 

一
日
利
用
券 

五
、
四
〇
〇
円
以
内 

 

子
供
・
シ
ニ
ア
一
日
利
用
券 

三
、
一
〇
〇
円
以
内 

 

二
日
利
用
券 

九
、
四
〇
〇
円
以
内 

 

子
供
・
シ
ニ
ア
二
日
利
用
券 

五
、
四
〇
〇
円
以
内 

 

半
日
利
用
券 

三
、
九
〇
〇
円
以
内 

ロ
ー
プ
塔 

普
通
利
用
券
（
一
回
券
） 

一
七
〇
円
以
内 

 

回
数
利
用
券
（
一
一
回
券
） 

一
、
七
〇
〇
円
以
内 

キ
ャ
ン
プ
用
具
等 

テ
ン
ト 

一
張
一
回
に
つ
き 

二
、
五
〇
〇
円
以
内 

 

テ
ン
ト
サ
イ
ト 

一
区
画
一
回
に
つ
き 

二
、
五
〇
〇
円
以
内 

 

そ
の
他 

一
点
一
回
に
つ
き 

三
九
〇
円
以
内 

 

備
考 

子
供
と
は
小
学
生
以
下
の
者
と
、
シ
ニ
ア
と
は
六
十
歳
以
上
の
者
と
す
る
。 


